
く
ら
し
の
ガ
イ
ド

市
や
国
、
道
か
ら
の

お
知
ら
せ　
　
　
　

月の粗大ごみ収集９
申し込み　㈲登和清掃（☎88 0 2 0 0 ）
※土・日曜日、祝日を除く 9時～17時。
※ 電話番号のかけ間違えに十分注意して
ください。

※ 粗大ごみは、１品ごとに『ごみ処理券（１枚
160円）』を張って出してください。

　（１回につき 5品まで）
問い合わせ　環境対策グループ
（クリンクルセンター内）

☎85 2 9 5 8

地　区 収集期間 申込期間

幌別町 9月 2日㈪～
9月 7日㈯

8月19日㈪～
8月30日㈮

中央町 9月 9日㈪～
9月14日㈯

8月26日㈪～
9月 6日㈮

千歳町 9月16日㈪～
9月21日㈯

9月 2日㈪～
9月13日㈮

青葉町、緑町、
鉱山町、川上町

9月23日㈪～
9月28日㈯

9月 9日㈪～
9月20日㈮

カルルス町、上登別
町、登別温泉町、中
登別町

9月30日㈪～
10月 5 日㈯

9月17日㈫～
9月27日㈮

計
画
・
税

財
政

年
金
・
医
療

く
ら
し
と

住
ま
い

時
＝
日
時　
所
＝
場
所　
対
＝
対
象　
内
＝
内
容　
定
＝
定
員　
費
＝
費
用　
持
＝
持
ち
物　
問
＝
問
い
合
わ
せ　
申
＝
申
し
込
み　

Ｇ
＝
グ
ル
ー
プ

浄
化
槽
の
管
理
者
は
毎
年
法

定
検
査
（
浄
化
槽
法
第
11
条

検
査
）
を
受
け
ま
し
ょ
う

サ
イ
レ
ン
ス
ピ
ー
カ
ー
の

試
験
放
送
を
実
施
し
ま
す

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う

ま
ち
づ
く
り
意
識
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

ご
存
じ
で
す
か

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納
制
度

　

こ
の
検
査
は
、
浄
化
槽
の
保
守
点

検
と
清
掃
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る

か
、
浄
化
槽
の
機
能
が
正
常
に
維
持

さ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
る
た
め
の
も

の
で
、
定
期
的
な
保
守
点
検
・
清
掃

と
は
別
に
、
年
１
回
受
け
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

問 

環
境
対
策
Ｇ
（
ク
リ
ン
ク
ル
セ
ン

タ
ー
内
・
☎
85
2
9
5
8
）

　

市
は
、
デ
ジ
タ
ル
防
災
行
政
無
線

整
備
の
検
討
を
進
め
る
に
当
た
り
、

現
在
の
サ
イ
レ
ン
ス
ピ
ー
カ
ー
42
カ

所
の
状
態
を
確
認
す
る
た
め
、
8
月

）、

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
（
第

2
期
）
、
国
民
健
康
保
険
税
（
第
3

期
）
、
介
護
保
険
料
（
第
2
期
）
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
第
2
期

の
納
期
限
は
9
月
2
日
㈪
で
す
。

　

納
付
に
は
、
口
座
振
替
や
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
払
い
が
便
利
で
す
。

問 

税
務
Ｇ
（
☎
85
1
1
5
5
）
、
国

民
健
康
保
険
Ｇ
（
☎
85
1
7
7
1

19
日
㈪
か
ら
24
日
㈯
を
め
ど
に
、
順

次
試
験
放
送
を
実
施
し
ま
す
。

　

試
験
放
送
で
は
、
サ
イ
レ
ン
の
音

や
音
声
な
ど
が
断
続
的
に
発
信
さ
れ

ま
す
。

　

ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
総
務
Ｇ
（
☎
85
1
1
3
0
）

）、

）、

高
齢
・
介
護
Ｇ
（
☎
85
5
7
2
0

年
金
・
長
寿
医
療
Ｇ
（
☎
85
2
1

3
7
）

同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返
信
ま
た

は
企
画
調
整
グ
ル
ー
プ
に
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

※ 

結
果
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

し
ま
す
が
、
全
て
統
計
処
理
を
行

い
ま
す
の
で
、
回
答
者
が
特
定
さ

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
企
画
調
整
Ｇ
（
☎
85
1
1
2
2
）

付
特
例
制
度
の
承
認
を
受
け
た
期
間

は
、
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
と
き

に
比
べ
、
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が

少
な
く
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
期
間
は
、
10
年
以
内
で

あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
（
追
納
）

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

保
険
料
を
納
付
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
と
き
は
、
計
画
的
に
追
納
す
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

※ 

免
除
な
ど
の
承
認
を
受
け
た
年
度

か
ら
起
算
し
て
3
年
度
目
以
降
に

保
険
料
を
追
納
す
る
と
、
当
時
の　

保
険
料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ
た

加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

※ 

追
納
を
希
望
す
る
方
は
、
年
金
事

務
所
へ
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
年
金
・
長
寿
医
療
Ｇ

 

（
☎
85
2
1
3
7
）

　

今
後
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と

各
施
策
を
展
開
す
る
上
で
の
指
標
や

基
礎
資
料
と
す
る
た
め
、
市
政
運
営

に
対
す
る
皆
さ
ん
の
満
足
度
や
重
要

度
な
ど
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

対 

町
別
・
年
代
別
に
無
作
為
に
抽
出

し
た
20
歳
以
上
の
方
（
3
千
500
人
）

※ 

無
作
為
抽
出
の
た
め
、
同
一
世
帯

内
に
複
数
の
調
査
票
が
送
付
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

内
無
記
名
式
ア
ン
ケ
ー
ト

※ 

調
査
票
は
、
8
月
30
日
㈮
ま
で
に

　

保
険
料
の
免
除
（
全
額
・
一
部
納

付
）
や
若
年
者
納
付
猶
予
、
学
生
納

指定ごみ袋等取扱店の
指定をしました

ツルハドラッグ幌別店（幌別町６丁目）

ワンドア・ツーロックの励行をワンドア・ツーロックの励行を

室蘭警察署（☎46０１１０）

　玄関や窓には 2カ所以上に鍵を
掛けましょう。
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福　

祉

時
＝
日
時　
所
＝
場
所　
対
＝
対
象　
内
＝
内
容　
定
＝
定
員　
費
＝
費
用　
持
＝
持
ち
物　
問
＝
問
い
合
わ
せ　
申
＝
申
し
込
み　

Ｇ
＝
グ
ル
ー
プ

新
し
い
『
高
齢
受
給
者
証
』

を
ご
使
用
く
だ
さ
い

限
度
額
適
用
認
定
証
の

有
効
期
限
は

 

毎
年
7
月
31
日
で
す

戦
没
者
追
悼
式
を
行
い
ま
す

サ
イ
レ
ン
を
吹
鳴
し
ま
す

平
和
を
祈
っ
て
黙
と
う
を

お
願
い
し
ま
す

　

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国
民
健
康

保
険
加
入
者
に
交
付
し
て
い
る
高
齢

受
給
者
証
の
有
効
期
限
は
、
毎
年
7

月
31
日
で
す
。

　

8
月
１
日
㈭
か
ら
は
、
送
付
さ
れ

た
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
ご
使
用

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
新
た
に
70
歳
に
な
る
方
に

は
、
誕
生
日
の
翌
月
（
誕
生
日
が
１

日
の
方
は
当
月
）
１
日
か
ら
使
用
で

き
る
高
齢
受
給
者
証
を
該
当
す
る
月

の
前
月
の
下
旬
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

　

70
歳
以
上
の
方
の
自
己
負
担
割
合

は
、
現
役
並
み
の
所
得
者
は
3
割
、

そ
れ
以
外
の
方
は
、
平
成
26
年
3
月

31
日
ま
で
は
１
割
に
据
え
置
か
れ
ま

す
。

問
国
民
健
康
保
険
Ｇ

 

（
☎
85
1
7
7
1
）

　

入
院
時
の
医
療
費
や
外
来
診
療
の

自
己
負
担
額
が
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
る
場
合
、
『
限
度
額
適
用
認
定

証
（
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
）
』

を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
す
る
こ

く
だ
さ
い
。

対 

70
歳
未
満
で
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方
、
ま
た
は
70
歳
か

ら
74
歳
ま
で
の
住
民
税
非
課
税
世

帯
で
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方

※ 

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
状
況
な

ど
に
よ
っ
て
は
交
付
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

※ 

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
に
は
、

入
院
中
の
食
事
代
の
減
額
認
定
を

兼
ね
た
『
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
』
を
交
付
し
ま

す
。

問
国
民
健
康
保
険
Ｇ

 

（
☎
85
1
7
7
1
）

問
社
会
福
祉
Ｇ
（
☎
85
1
9
1
1
）

と
で
、
自
己
負
担
限
度
額
以
上
の
額

を
支
払
う
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。

　

8
月
１
日
以
降
に
継
続
し
て
入
院

す
る
方
や
入
院
予
定
の
あ
る
方
、
外

来
診
療
の
自
己
負
担
額
が
高
額
に
な

る
方
は
、
保
険
証
と
印
鑑
（
朱
肉
を

使
う
も
の
）
を
持
参
の
上
、
国
民
健

康
保
険
グ
ル
ー
プ
ま
た
は
各
支
所
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

限
度
額
適
用
認
定
証
は
、
手
続
き

を
し
た
月
の
１
日
か
ら
有
効
で
す
。

　

手
続
き
が
入
院
の
翌
月
に
な
っ
た

場
合
は
、
い
っ
た
ん
医
療
機
関
か
ら

請
求
の
あ
っ
た
医
療
費
を
窓
口
で
支

払
っ
た
後
、
国
民
健
康
保
険
グ
ル
ー

プ
で
高
額
療
養
費
の
手
続
き
を
し
て

　

戦
没
者
の
霊
を
慰
め
、
追
悼
の
意

を
表
し
、
平
和
へ
の
誓
い
を
新
た
に

す
る
た
め
、
追
悼
式
を
行
い
ま
す
。

　

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

時
8
月
20
日
㈫
10
時

所
市
民
会
館

※ 
戦
没
者
の
遺
族
で
、
出
席
案
内
が

届
い
て
な
い
方
は
、
8
月
16
日
㈮

ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

原
爆
死
没
者
と
戦
争
犠
牲
者
を
追

悼
し
、
世
界
の
恒
久
平
和
の
確
立
を

祈
念
す
る
た
め
、
消
防
署
と
各
消
防

支
署
な
ど
で
１
分
間
、
サ
イ
レ
ン
を

吹
鳴
し
ま
す
。

時 

8
月
6
日
㈫
8
時
15
分
（
広
島
市

原
爆
の
日
）
、
9
日
㈮
11
時
2
分

（
長
崎
市
原
爆
の
日
）
、
15
日
㈭

12
時
（
戦
没
者
を
追
悼
し
平
和
を

祈
念
す
る
日
）

問
社
会
福
祉
Ｇ
（
☎
85
1
9
1
1
）

平成25年度事務事業評価について、平成25年度事務事業評価について、
意見を募集します意見を募集します

問い合わせ　企画調整グループ
（☎85１１２２・思85１１０８）

　パブリックコメント制度に基づき、事務事業
評価調書（平成24年度実施事業）を公表し、皆
さんからの意見を募集します。
　いただいた意見は、翌年度の事業改善や予算
編成の参考として活用します。
【概要・目的】
　事務事業評価は、市が行った事務事業の有効
性や必要性を客観的に評価・点検することで、
事業の適正化・効率化を図ることと、行政運営
の透明性を確保し、市民の皆さんへの説明責任
を果たすことを目的としています。
◆募集期限　 8月31日㈯
◆ 資料の閲覧　本案の全文は、市役所１階市民
コーナーや各支所、市民会館、市立図書館、
市民活動センター、企画調整グループに備え
付けるほか、市ホームページにも掲載します

◆ 意見の例　『○○事業は、△△のように改善
すれば市民が利用しやすくなる』など、皆さ
んの意見をお寄せください

◆ 意見の提出方法　各閲覧場所に備え付けの専
用用紙か任意の用紙に①案件名②住所③氏名
④電話番号⑤意見を記入し、郵送またはファ
クス、Ｅメールで企画調整グループ（〒059‒
8701中央町 6 丁目11、Ｅメール：kikaku@c
ity.noboribetsu.lg.jp）に提出するか、各閲
覧場所備え付けの『意見箱』に投函してくだ
さい

※ 電話や来庁による口頭でのご意見はお受けで
きません。

◆意見に対する回答
寄せられた意見に対する市の考え方は、市ホ
ームページに掲載するほか、上記閲覧場所に
閲覧ファイルを備え付けます

※ 意見を提出された方に対して個別の回答は行
いません。

※ 意見を提出された方の住所、氏名、電話番号
は公表しません。
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雇
用
・
労
働

毎
月
勤
労
統
計
調
査
特
別

調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
と

特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状

況
届
の
受
け
付
け
を
し
ま
す

排
水
設
備
工
事

責
任
技
術
者
試
験

　

8
月
か
ら
9
月
に
か
け
て
、
統
計

調
査
員
が
対
象
と
な
る
事
業
所
を
訪

問
し
ま
す
。

対 

7
月
31
日
現
在
で
、
常
用
労
働
者

を
１
〜
4
人
雇
用
し
て
い
る
、
栄

町
１
・
2
丁
目
の
事
業
所

問
北
海
道
統
計
課

 

（
☎
011

－

204

－

5
1
4
6
）

　

各
手
当
の
対
象
者

に
は
手
続
き
書
類
を

送
付
し
ま
す
の
で
、

必
ず
期
間
中
に
子
育

て
グ
ル
ー
プ
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
出
張
受
け
付
け
も
行
い
ま

す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※ 

届
け
出
が
な
い
場
合
は
、
8
月
分

以
降
の
手
当
が
支
給
さ
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間

•
児
童
扶
養
手
当
現
況
届

　

8
月
１
日
㈭
〜
9
月
2
日
㈪

•
特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届

　

8
月
9
日
㈮
〜
9
月
10
日
㈫

出
張
受
け
付
け

•
登
別
温
泉
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　

8
月
21
日
㈬
10
時
〜
12
時

•
鷲
別
公
民
館

　

8
月
22
日
㈭
13
時
〜
16
時

•
婦
人
セ
ン
タ
ー

　

8
月
23
日
㈮
10
時
〜
12
時

問
子
育
て
Ｇ
（
☎
85
5
6
3
4
）

費
5
千
円

※ 

問
題
集
、
テ
キ
ス
ト
の
購
入
を
希

望
す
る
方
は
、
㈳
日
本
下
水
道
協

会
総
務
課
（
☎
03

－

6
2
0
6

－

0
2
5
1
）
。

申 

8
月
26
日
㈪
〜
9
月
4
日
㈬
に
下

水
道
Ｇ
（
☎
85
9
0
5
2
）

時
10
月
22
日
㈫
13
時
30
分

所
室
蘭
市
内

市民後見人養成講座と市民後見人養成講座と
市民後見制度説明会を市民後見制度説明会を
開催します開催します

住宅用太陽光発電システム
設置補助金を
ご利用ください

問い合わせ
高齢・介護グループ
（☎85５７２０） 問い合わせ　商工労政グループ（☎85２１７１）

◎市民後見人養成講座
　成年後見制度は、認知症や知的・精
神障がいなどにより判断能力が十分で
ない方を保護・支援する制度です。
　現在は、親族のほかに、弁護士や司
法書士、社会福祉士などの専門職後見
人が業務を担っていますが、今後は、
認知症高齢者などの増加に伴い成年後
見制度の利用件数が急増し、後見人が
不足することが予想されます。
　そこで、西胆振管内の 3市 3町は、
『住民相互の助け合い』の観点から、
社会貢献に意欲と熱意のある一般市民
が後見業務を担う『市民後見人』を広
く養成するための講座を開催します。
月日 時間 内容 場所

11月 2 日㈯
・ 3日㈰

9：00～
15：50 基礎講座

むろらん広
域センター
ビル

11月23日㈯
・24日㈰

9：00～
17：20

基礎講座・
自治体講義

12月 7 日㈯ 9：00～
15：50

基礎講座・
自治体講義

12月 8 日㈰
・14日㈯

9：00～
18：00

演習・事例
検討

登別市内施
設（予定）

12月21日㈯ 9：00～
16：00

書類作成演
習・修了式

むろらん広
域センター
ビル

※ 内容など変更する場合があります。
対25歳以上（研修終了日時点）の方
※ 破産している方や過去に未成年後見
人、成年後見人、保佐人、補助人を
解任された方は除きます。

定13人（申込順）
申  高齢・介護グループと地域包括支援
センター備え付け、または市ホーム
ページ掲載の受講申込書に必要事項
を記入し、 9月13日㈮までに高齢・
介護グループに持参または郵送（当
日必着、〒059‒8701中央町 6丁目11）
してください
◎市民後見制度説明会
　『市民後見人養成講座』についての
事前説明会を開催します。
時 8 月23日㈮18時30分～19時30分
所市役所
内  成年後見制度、市民後見人の業務、
市民後見人養成講座について

定30人（申込順）
申  8 月16日㈮までに高齢・介護グルー
プ

対  太陽電池モジュール、インバータ、架台、保護装置、接
続箱、直流側開閉器、交流側開閉器、配線・配線器具の
購入・据え付け、設置工事費用

内  １キロワット当たり48,000円（上限 4キロワット）を助
成します

申  平成26年１月15日㈬までに、商工労政グループ備え付け
または市ホームページ掲載の申請書に必要事項を記入し、
商工労政グループに持参してください
※ 申請書の作成や申請手続きについて
は施工事業者にご相談ください。
※ 補助金の交付には、市内事業者を利
用することや平成26年 3 月14日㈮ま
でにシステムを設置することなど条
件がありますので、詳しくはお問い
合わせください。

登別市　太陽光 検索
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募　

集

時
＝
日
時　
所
＝
場
所　
対
＝
対
象　
内
＝
内
容　
定
＝
定
員　
費
＝
費
用　
持
＝
持
ち
物　
問
＝
問
い
合
わ
せ　
申
＝
申
し
込
み　

Ｇ
＝
グ
ル
ー
プ

公
立
保
育
所
民
営
化
に
つ
い

て
の
意
見
交
換
会

国
際
理
解
講
座

児
童
生
徒
ス
ポ
ー
ツ
振
興

助
成
金
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

や
め
よ
う
動
物
虐
待

献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

市
は
、
『
公
立
保
育
所
民
営
化
の

考
え
方
』
を
ま
と
め
ま
し
た
。

　

こ
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん

と
の
意
見
交
換
会
を
実
施
し
、
そ
れ

を
踏
ま
え
た
上
で
、
保
育
所
民
営
化

の
方
針
を
決
定
す
る
予
定
で
す
。

所
時

◎ 

婦
人
セ
ン
タ
ー　

8
月
3
日
㈯
14

時
◎ 

鷲
別
公
民
館　

8
月
10
日
㈯
・
11

日
㈰
10
時

◎ 

市
民
会
館　

8
月
3
日
㈯
10
時
、

11
日
㈰
14
時

　

デ
ン
マ
ー
ク
の
家
庭
料
理
を
ミ
ー

ア
・
ベ
ネ
ツ
エ
ン
さ
ん
（
登
別
デ
ン

マ
ー
ク
協
会
研
修
生
）
と
一
緒
に
作

っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

時 

①
8
月
22
日
㈭
10
時
〜
13
時
、
②

9
月
5
日
㈭
18
時
〜
20
時
30
分

所
市
民
会
館

定
各
20
人
（
申
込
順
）

費
500
円

申 

①
は
8
月
15
日
㈭
、
②
は
29
日
㈭

※ 

託
児
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前

に
子
育
て
グ
ル
ー
プ
に
お
知
ら
せ

く
だ
さ
い
。

※ 

『
考
え
方
』
に
つ
い
て
は
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
ほ

か
、
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
送
付
し　

ま
す
。

問
子
育
て
Ｇ
（
☎
85
5
6
3
4
）

ま
で
に
企
画
調
整
Ｇ
（
☎
85
1
1

2
2
）

問 

環
境
対
策
Ｇ
（
ク
リ
ン
ク
ル
セ
ン

タ
ー
内
・
☎
85
2
9
5
8
）

　

全
道
、
全
国
の
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に

出
場
す
る
児
童
生
徒
に
青
少
年
健
全

育
成
と
個
人
の
負
担
軽
減
の
た
め
、

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
高
校
3
年
生
ま
で
の
児
童
・
生
徒

※ 

他
の
市
町
村
や
団
体
か
ら
助
成
を

受
け
て
い
る
場
合
は
除
き
ま
す
。

※ 

詳
し
く
は
、
市
教
育
委
員
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
社
会
教
育
Ｇ
（
☎
88
1
1
2
9
）

　

動
物
虐
待
は
、
法
律
で
罰
せ
ら
れ

ま
す
。

• 

み
だ
り
に
傷
つ
け
た
場
合　

１
年

以
下
の
懲
役
ま
た
は
100
万
円
以
下

の
罰
金

• 

み
だ
り
に
餌
や
り
や
給
水
を
や
め

て
衰
弱
さ
せ
た
場
合　

50
万
円
以

下
の
罰
金

• 

愛
護
動
物
を
遺
棄
し
た
場
合　

50

万
円
以
下
の
罰
金

時
所

• 

8
月
5
日
㈪
10
時
〜
13
時
・
ア
ー

ニ
ス
、
14
時
30
分
〜
15
時
30
分
・

恵
愛
病
院

• 

8
月
30
日
㈮
9
時
30
分
〜
12
時
15

分
、
13
時
30
分
〜
16
時
30
分
・
イ

オ
ン
北
海
道
登
別
店

問
健
康
推
進
Ｇ
（
☎
85
0
1
0
0
）

自衛官採用試験自衛官採用試験

札幌～函館間の特急列車札幌～函館間の特急列車
（一部）が運休しています（一部）が運休しています

問い合わせ
自衛隊札幌地方協力本部　　
室蘭地域事務所（☎449533）

◎防衛医科大学校学生
時看護学科10月19日㈯、
　医学科11月 2 日㈯・ 3日㈰
対  高校卒業または卒業見込みで
21歳未満の方
受付期間　 9月 5日㈭～30日㈪
◎防衛大学校学生
時推薦 9月28日㈯または29日㈰、
　総合選抜 9月28日㈯、
　一般11月 9 日㈯、10日㈰
対  高校卒業または卒業見込みで
21歳未満の方
受付期間
• 推薦・総合選抜 9月 5日㈭～
9日㈪

•一般 9月 5日㈭～30日㈪

　 7月 6日㈯に発生した、特急
北斗14号のエンジン付近から出
火した事故の影響により、札幌
～函館間の特急列車（一部）が
運休しています。
　運休期間は 8月31日㈯までで
すが、変更となる場合がありま
す。臨時特急列車が運転されて
いますので、詳しくはお問い合
わせください。
問ＪＲ登別駅（☎83１００４）

新たな津波避難ビル新たな津波避難ビルをを選定選定しましたしました
　 7月 3日㈬に国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部と
『津波時における津波避難ビルとしての使用に関する協定』
を締結し、鷲別町職員宿舎を津波避難ビルに選定しました。
　また、 7月11日㈭に若草小学校と西陵中学校を津波避難
ビルに選定しました。
津波避難ビル名 住所 一時避難場所 入口
室蘭開発建設部
鷲別町職員宿舎 鷲別町 4丁目31－ 1 3 階以上の階段・踊り場　 １階玄関

若草小学校 若草町 1丁目 1－ 2 3 階 １階職員玄関
西陵中学校 片倉町 5丁目12－ 1 3 ・ 4 階 2 階生徒玄関

◎まずは高台の避難場所へ避難
　津波避難ビルは、万が一避難が遅れ、高台の避難場所ま
での避難が困難な方が、やむを得ず緊急的・一時的に避難
するための施設です。
　必ずしも安全を保障する場所ではありませんので、まず
は高台の避難場所を目指して避難してください。
　また、避難するときは車を使わず、徒歩で避難しましょ
う。

問い合わせ　総務グループ（☎85１１３０）問い合わせ　総務グループ（☎85１１３０）
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